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（受取人）

五所川原市総務部総務課　行

募集期間（土曜・日曜日、祝日を除く）
　７月10日㈭～７月22日㈫
入居予定日　必要書類等が整い次第入居可能
募集住戸
①広田団地（Ｓ53・55・57年度建設）
・鉄筋コンクリート造４階建３ＤＫ３戸（１階～３階）
・家賃10,700円～24,100円程度
・浴室あり、浴槽・給湯器なし
②千鳥団地（Ｈ８年度建設）
・鉄筋コンクリート造３階建１ＬＤＫ１戸（２階）
・家賃13,800円～27,100円程度
・浴室・浴槽・給湯器あり
③千鳥団地（Ｈ９・10年度建設）
・鉄筋コンクリート造３階建３ＬＤＫ２戸（１階・２階）
・家賃22,200円～44,200円程度
・浴室・浴槽・給湯器あり
④富士見団地（Ｈ１年度建設）
・鉄筋コンクリート造３階建２ＬＤＫ１戸（１階）

　対象と思われる方には、申請書を送付しています。

申請期間
　郵送による申請　11月30日㈰まで（当日消印有効）
　窓口での申請　　11月28日㈮まで
＊７月中は休日（土曜・日曜日・祝日）も窓口を開設

していますのでご利用ください。
受付窓口（9：00～17：00）
▷市役所３階給付金窓口
▷金木総合支所１階玄関ホール
▷市浦総合支所小会議室

公務員の方へ

　公務員で平成26年1月分の児童手当（特例給付）を
受給されている方は、所属庁から交付された子育て世
帯臨時特例給付金申請書および児童手当（特例給付）
受給状況証明書、その他申請書に記載されている必要
書類を揃えて、平成26年１月１日時点で住民票のある
市区町村へ申請してください。
　なお、申請受付窓口や申請期間および申請方法は、
各市区町村により異なります。事前に平成26年１月１
日時点で住民票のある市区町村に問い合わせるか、ホ
ームページなどで確認してください。

問　臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金窓口
　　℡35-2225（直通）　ＦＡＸ35-2280

・家賃16,300円～32,100円程度
・浴室・浴槽・給湯器あり
⑤さくら団地（Ｈ18年度建設）
・木造２階建３ＬＤＫ１戸
・家賃27,000円～53,000円程度
・浴室・浴槽・給湯器あり
＊入居者①②④は１名以上（年齢等制限あり）、③⑤

は３名以上で申請可。①～④は共益費・駐車場あり。
常時公募（次の住宅は随時募集）
▷岩井団地（市浦地区）
・木造平屋建３ＬＤＫ１戸（入居者３人以上で申請可）
＊敷金は家賃３カ月分、連帯保証人が必要。共益費・

駐車料金は別途徴収。駐車場は原則１住戸１台。
入居者選考　入居者資格を審査の上、申請多数の場合

は公開抽選で決定（抽選日は申請者に個別に連絡）。
＊原則として持ち家のある方は申請できません。
申込先 建築住宅課（内線2663）／金木総合支所産業建設係
（内線3211）／市浦総合支所産業建設係（内線4024）

このはがきは、前ページの「市の花・鳥・木等」募集に
使用するもので、このページの募集に使用するものでは
ありませんのでご注意ください。

（専用はがき（表面））
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市営住宅入居者募集（７月公募）

臨時福祉給付金
子育て世帯臨時特例給付金

－申請受付が始まっています－


